
文
部
科
学
省

○

令
第
一
号

厚
生
労
働
省

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
二
十
八
条
及
び
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
八
十
六
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
学
校
養
成
所
指
定
規
則
等
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
一
月
八
日

文
部
科
学
大
臣

渡
海
紀
三
朗

厚
生
労
働
大
臣

舛
添

要
一

保
健
師
助
産
師
看
護
師
学
校
養
成
所
指
定
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
保
健
師
助
産
師
看
護
師
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

文
部
省

第
一
条

保
健
師
助
産
師
看
護
師
学
校
養
成
所
指
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

厚
生
省

す
る
。

第
四
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
前
項
に
規
定
す
る
課
程
を
併
せ
て
設
け
よ
う
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
十
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。



第
四
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
指
定
基
準
の
特
例
）

第
五
条
の
二

保
健
師
学
校
養
成
所
、
助
産
師
学
校
養
成
所
、
看
護
師
学
校
養
成
所
又
は
准
看
護
師
学
校
養
成
所
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
保
健
師
等
学
校
養
成
所
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
複
数
の
保
健
師
等
学
校
養
成
所
の
指
定
を
併
せ
て
受
け

よ
う
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
上
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
第

二
条
第
七
号
、
第
三
条
第
七
号
、
第
四
条
第
一
項
第
七
号
、
同
条
第
二
項
第
七
号
、
同
条
第
三
項
第
七
号
又
は
第
五
条
第
七

号
の
図
書
室
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
図
書
室
」
と
い
う
。
）
は
併
せ
て
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
保
健
師
等
学
校
養
成

所
の
図
書
室
と
、
第
二
条
第
七
号
、
第
三
条
第
七
号
、
第
四
条
第
一
項
第
七
号
、
同
条
第
二
項
第
七
号
、
同
条
第
三
項
第
七

号
若
し
く
は
第
五
条
第
七
号
の
実
習
室
又
は
第
四
条
第
一
項
第
七
号
、
同
条
第
二
項
第
七
号
若
し
く
は
同
条
第
三
項
第
七
号

の
在
宅
看
護
実
習
室
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
実
習
室
等
」
と
い
う
。
）
は
併
せ
て
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
保
健
師
等

学
校
養
成
所
の
実
習
室
等
と
、
そ
れ
ぞ
れ
兼
用
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別

表

一

（

第

二

条

関

係

）

教

育

内

容

単

位

数

備

考

地

域

看

護

学

一

二

（

一

〇

）

学

校

保

健

・

産

業

保

健

を

含

む

。

地

域

看

護

学

概

論

二

個

人

・

家

族

・

集

団

の

生

活

支

援

地

域

看

護

活

動

展

開

論

一

〇

（

八

）

地

域

看

護

管

理

論

疫

学

二

保

健

統

計

学

二

保

健

福

祉

行

政

論

三

（

二

）

臨

地

実

習

四

地

域

看

護

学

実

習

四

保

健

所

・

市

町

村

で

の

実

習

を

含

む

。

個

人

・

家

族

・

集

団

の

生

活

支

二

継

続

し

た

訪

問

指

導

を

含

む

。



援

実

習

地

域

看

護

活

動

展

開

論

実

習

二

地

域

看

護

管

理

論

実

習

合

計

二

三

（

二

〇

）

備
考

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項

の
規
定
の
例
に
よ
る
。

二

看
護
師
学
校
養
成
所
の
う
ち
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
課
程
を
設
け
る
も
の
と
併
せ
て
指
定
を
受
け
、

か
つ
、
そ
の
学
生
又
は
生
徒
に
対
し
一
の
教
育
課
程
に
よ
り
こ
の
表
及
び
別
表
三
に
掲
げ
る
教
育
内
容
を
併

せ
て
教
授
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
括
弧
内
の
数
字
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
地
実
習

四
単
位
以
上
及
び
臨
地
実
習
以
外
の
教
育
内
容
十
九
単
位
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご
と

の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別

表

二

（

第

三

条

関

係

）

教

育

内

容

単

位

数

備

考

基

礎

助

産

学

六

（

五

）

助

産

診

断

・

技

術

学

六

地

域

母

子

保

健

一

助

産

管

理

一

臨

地

実

習

九

助

産

学

実

習

九

実

習

中

分

べ

ん

の

取

扱

い

に

つ

い

て

は

、

助

産

師

又

は

医

師

の

監

督

の

下

に

学

生

一

人

に

つ

き

十

回

程

度

行

わ

せ

る

こ

と

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

原

則

と

し

て

、

取

扱

う

分

べ

ん

は

、

正

期

産

・

経

膣

分

べ

ん

・

頭

位

単

胎

と

し

、

分

べ

ん

第

一

期

か

ら

第

三

期

終

了

よ

り

二

時

間



ま

で

と

す

る

。

合

計

二

三

（

二

二

）

備
考

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

二

看
護
師
学
校
養
成
所
の
う
ち
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
課
程
を
設
け
る
も
の
と
併
せ
て
指
定
を
受
け
、

か
つ
、
そ
の
学
生
又
は
生
徒
に
対
し
一
の
教
育
課
程
に
よ
り
こ
の
表
及
び
別
表
三
に
掲
げ
る
教
育
内
容
を
併

せ
て
教
授
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
括
弧
内
の
数
字
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
地
実
習

九
単
位
以
上
及
び
臨
地
実
習
以
外
の
教
育
内
容
十
四
単
位
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご
と

の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。



別
表
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別

表

三

（

第

四

条

関

係

）

教

育

内

容

単

位

数

基

礎

分

野

科

学

的

思

考

の

基

盤

一

三

人

間

と

生

活

・

社

会

の

理

解

専

門

基

礎

分

野

人

体

の

構

造

と

機

能

一

五

疾

病

の

成

り

立

ち

と

回

復

の

促

進

健

康

支

援

と

社

会

保

障

制

度

六

専

門

分

野

Ⅰ

基

礎

看

護

学

一

〇

臨

地

実

習

三

基

礎

看

護

学

三

専

門

分

野

Ⅱ

成

人

看

護

学

六

老

年

看

護

学

四

小

児

看

護

学

四



母

性

看

護

学

四

精

神

看

護

学

四

臨

地

実

習

一

六

成

人

看

護

学

六

老

年

看

護

学

四

小

児

看

護

学

二

母

性

看

護

学

二

精

神

看

護

学

二

統

合

分

野

在

宅

看

護

論

四

看

護

の

統

合

と

実

践

四

臨

地

実

習

四

在

宅

看

護

論

二

看

護

の

統

合

と

実

践

二

合

計

九

七



備
考

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

二

次
に
掲
げ
る
学
校
等
に
お
い
て
既
に
履
修
し
た
科
目
に
つ
い
て
は
、
そ
の
科
目
の
履
修
を
免
除
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

イ

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
又
は
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十

八
号
）
に
基
づ
く
大
学

ロ

歯
科
衛
生
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
十
二
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
て

い
る
歯
科
衛
生
士
学
校
又
は
同
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
歯
科
衛
生
士
養
成
所

ハ

診
療
放
射
線
技
師
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
十
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
指

定
さ
れ
て
い
る
学
校
又
は
診
療
放
射
線
技
師
養
成
所

ニ

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
学
校
又
は
臨
床
検
査
技
師
養
成
所

ホ

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一
号
若
し
く
は

二
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
学
校
若
し
く
は
理
学
療
法
士
養
成
施
設
又
は
同
法
第
十
二
条
第
一

号
若
し
く
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
学
校
若
し
く
は
作
業
療
法
士
養
成
施
設



ヘ

視
能
訓
練
士
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
四
条
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

指
定
さ
れ
て
い
る
学
校
又
は
視
能
訓
練
士
養
成
所

ト

臨
床
工
学
技
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
号
）
第
十
四
条
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規

定
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
学
校
又
は
臨
床
工
学
技
士
養
成
所

チ

義
肢
装
具
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
四
条
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規

定
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
学
校
又
は
義
肢
装
具
士
養
成
所

リ

救
急
救
命
士
法
（
平
成
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
三
十
四
条
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
の
規
定

に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
学
校
又
は
救
急
救
命
士
養
成
所

ヌ

言
語
聴
覚
士
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
三
十
三
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第

五
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
学
校
又
は
言
語
聴
覚
士
養
成
所

三

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
地
実
習

二
十
三
単
位
以
上
及
び
臨
地
実
習
以
外
の
教
育
内
容
七
十
四
単
位
以
上
（
う
ち
基
礎
分
野
十
三
単
位
以
上
、

専
門
基
礎
分
野
二
十
一
単
位
以
上
並
び
に
専
門
分
野
Ⅰ
、
専
門
分
野
Ⅱ
及
び
統
合
分
野
を
合
わ
せ
て
四
十
単

位
以
上
）
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご
と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。



別
表
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別

表

三

の

二

（

第

四

条

関

係

）
教

育

内

容

単

位

数

基

礎

分

野

科

学

的

思

考

の

基

盤

七

人

間

と

生

活

・

社

会

の

理

解

専

門

基

礎

分

野

人

体

の

構

造

と

機

能

一

〇

疾

病

の

成

り

立

ち

と

回

復

の

促

進

健

康

支

援

と

社

会

保

障

制

度

四

専

門

分

野

Ⅰ

基

礎

看

護

学

六

臨

地

実

習

二

基

礎

看

護

学

二

専

門

分

野

Ⅱ

成

人

看

護

学

三

老

年

看

護

学

三

小

児

看

護

学

三



母

性

看

護

学

三

精

神

看

護

学

三

臨

地

実

習

一

〇

成

人

看

護

学

二

老

年

看

護

学

二

小

児

看

護

学

二

母

性

看

護

学

二

精

神

看

護

学

二

統

合

分

野

在

宅

看

護

論

三

看

護

の

統

合

と

実

践

四

臨

地

実

習

四

在

宅

看

護

論

二

看

護

の

統

合

と

実

践

二

合

計

六

五



備
考

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
通
信
制
の

課
程
に
お
い
て
は
、
大
学
通
信
教
育
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
六
年
文
部
省
令
第
三
十
三
号
）
第
五
条
の
規
定

の
例
に
よ
る
。

二

通
信
制
の
課
程
に
お
け
る
授
業
は
、
大
学
通
信
教
育
設
置
基
準
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
定
め
る
方

法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
課
程
に
お
け
る
臨
地
実
習
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
に
定
め

る
印
刷
教
材
等
に
よ
る
授
業
及
び
面
接
授
業
並
び
に
病
院
の
見
学
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

三

次
に
掲
げ
る
学
校
等
に
お
い
て
既
に
履
修
し
た
科
目
に
つ
い
て
は
、
そ
の
科
目
の
履
修
を
免
除
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

イ

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
又
は
旧
大
学
令
に
基
づ
く
大
学

ロ

歯
科
衛
生
士
法
第
十
二
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
歯
科
衛
生
士
学
校
又
は
同
条
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
歯
科
衛
生
士
養
成
所

ハ

診
療
放
射
線
技
師
法
第
二
十
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
学
校
又
は
診
療
放
射
線
技
師

養
成
所

ニ

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
学
校
又
は
臨
床



検
査
技
師
養
成
所

ホ

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
第
十
一
条
第
一
号
若
し
く
は
二
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る

学
校
若
し
く
は
理
学
療
法
士
養
成
施
設
又
は
同
法
第
十
二
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
指

定
さ
れ
て
い
る
学
校
若
し
く
は
作
業
療
法
士
養
成
施
設

ヘ

視
能
訓
練
士
法
第
十
四
条
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
学
校
又
は
視
能
訓
練

士
養
成
所

ト

臨
床
工
学
技
士
法
第
十
四
条
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
学
校
又

は
臨
床
工
学
技
士
養
成
所

チ

義
肢
装
具
士
法
第
十
四
条
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
学
校
又
は

義
肢
装
具
士
養
成
所

リ

救
急
救
命
士
法
第
三
十
四
条
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
学
校
又

は
救
急
救
命
士
養
成
所

ヌ

言
語
聴
覚
士
法
第
三
十
三
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い

る
学
校
又
は
言
語
聴
覚
士
養
成
所



四

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
地
実
習

十
六
単
位
以
上
及
び
臨
地
実
習
以
外
の
教
育
内
容
四
十
九
単
位
以
上
（
う
ち
基
礎
分
野
七
単
位
以
上
、
専
門

基
礎
分
野
十
四
単
位
以
上
並
び
に
専
門
分
野
Ⅰ
、
専
門
分
野
Ⅱ
及
び
統
合
分
野
を
合
わ
せ
て
二
十
八
単
位
以

上
）
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご
と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
三
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別

表

三

の

三

（

第

四

条

関

係

）

単

位

数

教

育

内

容

高

等

学

校

専

攻

科

合

計

基

礎

分

野

科

学

的

思

考

の

基

盤

六

一

〇

一

六

人

間

と

生

活

・

社

会

の

理

解

専

門

基

礎

分

野

人

体

の

構

造

と

機

能

七

八

一

五

疾

病

の

成

り

立

ち

と

回

復

の

促

進

健

康

支

援

と

社

会

保

障

制

度

二

五

七

専

門

分

野

Ⅰ

基

礎

看

護

学

八

三

一

一



臨

地

実

習

五

五

基

礎

看

護

学

五

五

専

門

分

野

Ⅱ

成

人

看

護

学

二

四

六

老

年

看

護

学

一

三

四

小

児

看

護

学

一

三

四

母

性

看

護

学

一

三

四

精

神

看

護

学

四

四

臨

地

実

習

五

一

二

一

七

成

人

看

護

学

三

四

七

老

年

看

護

学

二

二

四

小

児

看

護

学

二

二

母

性

看

護

学

二

二

精

神

看

護

学

二

二

統

合

分

野

在

宅

看

護

論

四

四



看

護

の

統

合

と

実

践

四

四

臨

地

実

習

四

四

在

宅

看

護

論

二

二

看

護

の

統

合

と

実

践

二

二

合

計

三

八

六

七

一

〇

五

備
考

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
高
等
学
校
に
あ
つ
て
は
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
十
一
年
文
部
省
告
示
第

五
十
八
号
）
第
一
章
第
二
款
第
一
項
の
規
定
に
、
専
攻
科
に
あ
つ
て
は
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項

の
規
定
の
例
に
よ
る
。

二

高
等
学
校
及
び
専
攻
科
が
一
貫
し
た
教
育
を
施
す
た
め
に
高
等
学
校
及
び
専
攻
科
を
併
せ
た
五
年
間
の
教

育
課
程
を
編
成
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
教
育
内
容
ご
と
の
高
等
学
校
及
び

専
攻
科
に
お
け
る
単
位
数
の
合
計
が
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご
と
の
単
位
数
の
合
計
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
高

等
学
校
に
お
け
る
単
位
数
の
合
計
が
三
十
八
単
位
以
上
及
び
専
攻
科
に
お
け
る
単
位
数
の
合
計
が
六
十
七
単

位
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご
と
の
単
位
数
の
高
等
学
校
及
び
専
攻
科
へ
の
配
当
に
よ
ら

な
い
こ
と
が
で
き
る
。



（
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「
当
分
の
間
」
を
「
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
」
に
改
め
る
。

文
部
省

一

保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
八
年

令
第
一
号
）
附
則
第
三

厚
生
省

項

文
部
省

二

保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
年

令
第
一
号
）
附
則
第
三

厚
生
省

項
（
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

文
部
省

第
三
条

保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年

令
第
五
号
）
附
則

厚
生
省

第
二
項
中
「
当
分
の
間
」
を
「
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
」
に
、
「
第
四
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
別
表
三
の
二
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十

一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
指
定
を
受
け
て
い
る
学
校
又
は
養
成
所
に
お
い
て
、
保
健
師
、
助
産
師
又
は
看
護
師
と
し
て



必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
習
中
の
者
に
係
る
教
育
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
一
か
ら
別
表

三
の
三
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。


